
懲 戒 処 分 に つ い て

北 海 道 教 育 委 員 会

令 和 ４ 年 ( 2 0 2 2 年 ) １ 月 2 7 日 付

担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208

番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要

減給６か月 令和２年12月９日（水）、自家用車内の後部座席で自校女性

札幌市 高等学校 給 料 の 職員を２回抱きしめた後、車外に出て、再び抱きしめ、強い不

１ 10分の１ 快感を与えた。

教 諭 男 性 （47歳）

停職１か月 令和３年９月19日（日）、自家用車を運転中、高速道路にお

北広島市 中学校 いて、法定速度時速100キロメートルのところを時速150キロメ

２ ートルで走行し、法定速度違反をした。

教 諭 男 性 （49歳）

減給１か月 令和３年７月26日（月）、自家用車を運転中、法定速度時速

オホーツク管内 義務教育学校 給 料 の 60キロメートルのところを時速101キロメートルで走行し、法

３ 10分の１ 定速度違反をした。

教 諭 男 性 （32歳）

減給１か月 令和２年12月26日（土）、自家用車で片側二車線の左側車線

清水町 小学校 給 料 の を走行中、道路が右方に湾曲していることに気付くのが遅れ右

４ 10分の１ に急ハンドルを切ったところ、右後方から進行してきた車両の

左側面前部に自車右側面後部を衝突させ、その衝撃により、当

教 諭 女 性 （51歳） 該車両を中央分離帯に衝突させ、運転手に加療約３週間を要す

る頸椎捻挫等の傷害を負わせた。


